






新型コロナウイルス関連情報
【国の支援】ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みですか？

保健福祉グループ　民生担当（内線236・237）提出・問合先

町外に在住する学生等を扶養する方への給付金

まちづくりグループ　政策担当（内線299）問合先

2020.12.1 04

　新型コロナウイルス感染症の影響により、町外に在住し、大学や高校等に通学する学生・生徒を扶養する方
の経済的負担が増加していることから、一定所得以下の方に対し、給付金を支給しています。申請期限は、令
和２年12月25日㈮までとなっておりますので、対象と思われる方は期限までに申請してください。

　給付金には、基本給付と追加給付の２種類があります。

　基本給付対象者②・③及び追加給付対象者は申請が必要となりますので、郵送又は窓口に提出してくださ
い。なお、基本給付対象者③及び追加給付を申請する方は令和２年２月から令和３年２月28日の前月までに新
型コロナウイルスの影響を受け、収入が減少した方が対象となります。

申請方法

　７月１日現在で町外に在住し、大学(大学院含む)・短大・専門学校・高校に通学する学生等を扶養している
方（７月１日現在で、町の住民基本台帳に登録されている方）
※ 町外に在住とは、住民票上の住所に関わらず、町外に居住し、通学している学生等

給付対象者

　令和元年中（１月１日〜12月31日）の世帯全員の合計所得金額が５００万円以下

給付要件

　大学生(大学院生含む)・短大生・専門学校生：１人当たり２０万円／高校生：１人当たり１５万円

給　付　額

　対象と思われる方には、すでに申請書類一式を送付しておりますので、必要書類をまちづくりグループ政策
担当へ郵送してください。また、大学生等については、令和３年４月１日時点で19歳〜22歳になる方を対象
に、幅広く申請書を送付させていただいております。大学院生など、令和３年４月１日時点で23歳以上となる
学生を扶養している方がいらっしゃいましたら、こちらから申請書類一式を送付しますので、まちづくりグ
ループ政策担当までご連絡ください。

申請方法

・７月１日現在で在学している事を証明できる書類の原本（在学証明書等）
・町外に在住している事を証明できる書類（アパートの賃貸契約書等）
・（公共料金等で使用している口座以外への振込を希望の方）通帳の写しなど口座情報がわかるもの
・（令和２年１月２日以降に転入された方）令和２年１月１日現在の居住地で発行した世帯全員の所得証明書

必要書類等

　令和３年２月28日まで（郵送の場合は消印有効）

申請期限

　令和２年12月25日㈮まで

申請期限

※支給要件など給付金に関する疑問は、下記コールセンターまでお問合せください。
　「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター　０１２０-４００-９０３（受付時間：平日９:00〜18:00）

①令和２年６月分の児童扶養手当の受給者
　（※既に基本給付は支給済みです）
②公的年金を受給していることで、令和２年６月分
　の児童扶養手当が全額停止される方（随時受付）
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
　急変するなど、収入が児童扶養手当を受給してい
　る方と同じ水準になっている方（随時受付）
〈支給額〉１世帯５万円、第２子以降１人につき３
　　　　　万円（１回限り）

◎基本給付 ◎追加給付
　基本給付対象者の①及び②に該当する方のうち、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急
変し、収入が減少した方
〈支給額〉１世帯５万円（１回限り）
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２ 平成31年度　まちの主な事業

役場庁舎の改築（工事１年目） ２億1,225万円
藤幼稚園の改築補助（工事最終年） １億8,417万円
農業生産基盤や集落環境の整備 ２億9,985万円
道路の維持管理、整備 ２億8,617万円
道路の除排雪 １億7,500万円
屋内多目的運動場の建築（工事１年目） 8,070万円
消防庁舎の改築（工事１年目） ２億1,359万円

〈問合先〉財務グループ財務担当（内線221・222）〈問合先〉財務グループ財務担当（内線221・222）

決算報告・財政状況のお知らせ

まちのまちの

お財布事情お財布事情
平
成
31
年
度

１ 一般会計の決算

　平成31年度一般会計の支出は、主に民生費の児童福祉費の増加などにより、平成30年度と比較し約
１億円の増額となりました。収入は、地方交付税など国や道から交付されるお金である依存財源が全
体の67％（73億円）で、まちで自主的に収入できる自主財源を大きく上回る状況であり、国の予算に
影響を受けやすくなっています。

自主財源
33%

収　入
109億円

依存財源
67%

地方交付税

41億円

地方交付税

41億円

国・道支出金

18億円

国・道支出金

18億円

町債

８億円

町債

８億円地方譲与税・

各種交付金

６億円

地方譲与税・

各種交付金

６億円

町税

23億円

町税

23億円

諸収入

５億円

諸収入

５億円

使用料・手数料

３億円

使用料・手数料

３億円

その他

５億円

その他

５億円

支　出
108億円

民生費

27億円

民生費

27億円

教育費

９億円

教育費

９億円

職員給与費

13億円

職員給与費

13億円

農林水産業費

７億円

農林水産業費

７億円

総務費

11億円

総務費

11億円

消防費

５億円

消防費

５億円

土木費

11億円

土木費

11億円

商工費

４億円

商工費

４億円

衛生費

10億円

衛生費

10億円

議会費・労働費他

１億円

議会費・労働費他

１億円

公債費

10億円

公債費

10億円

新庁舎完成予想図新庁舎完成予想図
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３ 特別会計・公営企業会計の決算　

　特別会計は、特定の目的のために独立して経理する会計です。いずれも黒字となりましたが、一般
会計から決められた額を各特別会計へ支出しています。
　公営企業会計は、民間企業と同じように利用料金などの収益で運営する会計です。水道事業は、利
益を得ている状況ですが、病院事業は、一般会計からの負担により運営している状況です。

※病院事業会計の収益的収支（入院及び外来診療収入や維持管理費などの営業に伴う収支）のマイナス分は、現金の支
　出を伴わない支出（減価償却費など）が含まれていることによるものです。
※資本的収支（建設工事や機器の整備などに伴う収支）のマイナス分は、内部の留保資金などで補填しています。

公営企業会計

水道事業会計

病院事業会計

収益的収支

資本的収支

収益的収支

資本的収支

5.3億円

 1.9億円

20.3億円

2.5億円

4.2億円

 2.9億円

21.1億円

4.1億円

 1.1億円

▲1.0億円

▲0.8億円

▲1.6億円

16.1億円

19.0億円

収入額 借金残高収　支支出額

特別会計 借金残高基金残高

個別排水処理特別会計

公 共 下 水 道 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

後期高齢者医療特別会計

国民健康保険特別会計

収入額

 1.0億円

 9.6億円

18.9億円

 3.0億円

26.3億円

 5.0億円

39.1億円

0.8億円

2.0億円

支出額

 0.9億円

 9.6億円

18.9億円

 3.0億円

25.9億円

４ 平成31年度決算に基づく財政指標

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、まちの財政が健全であるかを判定する財
政指標を算定した結果、いずれも基準を下回りました。まちの財政は概ね健全な状態にありますが、
引き続き将来にわたって持続可能な財政運営に努めます。

（①･②･④については黒字のため数値がありません。また、⑤についても資金不足がないため数値はありません。）
※早期健全化基準などの一定の基準を超えると、財政健全化のための計画の策定が義務づけられたり、まちの事業実施
　のための借金の借入額が制限されます。また、施設使用料などの町民負担が増える恐れがあります。

健
全
化
判
断
比
率

①実 質 赤 字 比 率

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将 来 負 担 比 率

⑤資 金 不 足 比 率

一般会計の赤字の比率

全会計の赤字の比率

年間の借金返済額の比率

将来負担する見込みの負債の比率

8.6％

14.15%

19.15%

25.0%

350.0%

20.0%料金収入等の規模に対する資金不足額の比率

内　　　容指　　標
早期健全化基準

（経営健全化基準）
※下回るほど健全

美幌町の
状況

　平成29年度に一部見直しを行った「第２次美幌町財政運営計画」に基づき、健全な財政運営に
向けた取り組みを強化してきた結果、各種指標や町債残高、基金残高において目標とする数値を
達成し、概ね健全な状態にあると受け止めています。しかし、今後は、役場庁舎、屋内多目的運
動場、消防庁舎などの公共施設の整備に伴う、町債残高の増加や基金残高の減少が見込まれてい
ます。また、人口減少による町税や地方交付税の落ち込み、超高齢社会の進展を背景とした社会
保障関連経費の増加、さらには、新型コロナウイルス感染症の地域経済等への影響が懸念され、
まちの財政は、より厳しい状況になることが予想されます。
　今後も持続可能な行財政基盤の確立に向けて、自主財源の確保、徹底した経費節減による行政
のスリム化を図り、財政運営計画をはじめとする各計画に沿って、財政の健全化と住民福祉の向
上に努めてまいります。

■財政状況の詳細は、ホームページでも公表しています。

【平成31年度の決算にあたり】
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給与収入
給与所得控除

△10万円

公的年金等控除

△10万円

必要経費
基礎控除

税　額
＋10万円営業、請負等

による収入

公的年金等収入

給与所得・公的年金等控除
から基礎控除へ振替

個人住民税の基礎控除額
33万円→43万円

・給与所得控除・公的年金等控除の金額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の金額が10万円引き上
　げられます。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替（個人所得課税の見直し）

税制改正に
ついて
税制改正に
ついて
税制改正に
ついて
税制改正に
ついて
税制改正に
ついて

〈問合先〉税務グループ課税担当（内線226・227）〈問合先〉税務グループ課税担当（内線226・227）

働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く

皆さんを応援し、「働き方改革」を後押しする

ため、所得税と個人住民税の給与所得控除・公

的年金等控除を見直すとともに、一部を基礎控

除に振り替える改正が行われますので、その概

要をお知らせします。

働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く

皆さんを応援し、「働き方改革」を後押しする

ため、所得税と個人住民税の給与所得控除・公

的年金等控除を見直すとともに、一部を基礎控

除に振り替える改正が行われますので、その概

要をお知らせします。

令和３年度（令和２年度所得分）から適用される令和３年度（令和２年度所得分）から適用される
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※の範囲内の場合は、所得税法で定められた「簡易給与所得表」に基づいて所得金額を求めるため、表の計算で求めた
　額と異なる場合があります。

給与等の収入金額（Ａ）

161万9,000円超180万円以下　※ （Ａ）×60％ （Ａ）×60％＋10万円

180万円超360万円以下　※ （Ａ）×70％−18万円 （Ａ）×70％−８万円

360万円超660万円以下　※ （Ａ）×80％−54万円 （Ａ）×80％−44万円

660万円超850万円以下 （Ａ）×90％−120万円 （Ａ）×90％−110万円

850万円超1,000万円以下 （Ａ）×90％−120万円 （Ａ）−195万円

161万円9,000万円以下 （Ａ）−65万円 （Ａ）−55万円

1,000万円超 （Ａ）−220万円 （Ａ）−195万円

【改正前】給与所得の算出 【改正後】給与所得の算出

・給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
・給与所得控除の上限額が適用される給与収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられ
　ます。

給与所得控除の見直し

公的年金等の収入金額
（Ａ）

【改正前】
公的年金等の雑所得

の算出

【改正後】公的年金等の雑所得の算出

公的年金等の雑所得以外の合計所得金額

1,000万円以下

〈65歳以上〉

330万円以下 （Ａ）−120万円 （Ａ）−110万円 （Ａ）−100万円 （Ａ）−90万円

1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超

※公的年金等の収入金額が330万円を超える方は、算出方法が異なります。

公的年金等の収入金額
（Ａ）

【改正前】
公的年金等の雑所得

の算出

【改正後】公的年金等の雑所得の算出

公的年金等の雑所得以外の合計所得金額

1,000万円以下

〈65歳未満〉

130万円以下 （Ａ）−70万円 （Ａ）−60万円 （Ａ）−50万円 （Ａ）−40万円

1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超

※公的年金等の収入金額が130万円を超える方は、算出方法が異なります。

・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 
・公的年金等収入額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万５千円が上限となります。 

公的年金等控除の見直し

合計所得金額 【改正前】基礎控除額 【改正後】基礎控除額

33万円

2,400万円以下

2,400万円超2,450万円以下

2,450万円超2,500万円以下

2,500万円超

43万円

29万円

15万円

適用なし

・基礎控除額が10万円引き上げられます。
・合計所得金額が2,400万円を超える方はその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が
　2,500万円を超える方は基礎控除の適用はありません。

基礎控除の見直し 

要件等 【改正前】 【改正後】

同一生計配偶者及び扶養家族の
合計所得金額要件

合計所得金額38万円以下 合計所得金額48万円以下

配偶者特別控除にかかる配偶者の
合計所得金額要件

合計所得金額38万円超123万円以下 合計所得金額48万円超133万円以下

障害者等（※１）非課税措置の
合計所得金額要件

合計所得金額125万円以下 合計所得金額135万円以下

均等割の非課税限度額の
合計所得金額要件

28万円×（本人＋同一生計配偶者
＋扶養親族）＋16万８千円（※２）

28万円×（本人＋同一生計配偶者
＋扶養親族）＋10万＋16万８千円（※２）

所得割の非課税限度額の
合計所得金額要件

35万円×（本人＋同一生計配偶者
＋扶養親族）＋32万円（※２）

35万円×（本人＋同一生計配偶者
＋扶養親族）＋10万＋32万円（※２）

（※１）障害者等：障害者、未成年者、寡婦、ひとり親、未婚のひとり親
（※２）同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に加算

・所得控除等の合計所得金額等の要件が見直しされます。

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
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寡婦控除（本人が女性） （万円）

【改正前】

配偶関係 死　別

500〜

26

26

−

500〜

26

26

−

〜500

30

26

26

〜500

30

26

−

離　別

本人所得

有

無

子

子以外
扶養
親族

寡夫控除（本人が男性） （万円）

【改正前】

配偶関係 死　別

500〜

−

−

−

500〜

−

−

−

〜500

26

−

−

〜500

26

−

−

離　別

本人所得

有

無

子

子以外
扶養
親族

ひとり親控除寡婦控除

（万円）

【改正後】

配偶関係 死　別

500〜

−

−

−

500〜

−

−

−

〜500

30

26

26

〜500

30

26

−

〜500

30

−

−

離　別 未婚のひとり親

本人所得

有

無

子

子以外
扶養
親族

（万円）

【改正後】

配偶関係 死　別

500〜

−

−

−

500〜

−

−

−

〜500

30

−

−

〜500

30

−

−

〜500

30

−

−

離　別 未婚のひとり親

本人所得

有

無

子

子以外
扶養
親族

・未婚のひとり親に対して、「ひとり親控除」が適用されます。
・「未婚のひとり親」以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」が適用されますが、所得制限
　（合計所得金額500万円以下）を設けることとなりました。
※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある方は、「ひとり親控除」、「寡婦控除」の
　対象外となります。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控除の見直し

　年末調整とは、勤務先で所得税額の過不足額を精算する手続きです。

〇住宅借入金等特別控除
　住宅借入金等特別控除は、最初に控除を受ける年の確定申告は必要ですが、２年目以降は年末調
整で控除を受けられます。年末調整の時までに必要書類を勤務先へ提出してください。
　　　　　・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼年末調整のための住宅借入金等特別控除
　　　　　　証明書（税務署から送付されます）
　　　　　・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書（金融機関等が発行）
（注）合計所得金額が3,000万円を超える場合や､入居後12月31日まで引き続き住んでいない場合
　　　などは、控除を受けることができませんが、新型コロナウイルス感染症等の影響により、期
　　　限までに入居が間に合わなかった場合、一定の要件を満たすときには、控除を受けることが
　　　できる場合があります。

必要書類

〇要介護認定を受けている方
　介護保険の要介護認定（要介
護１〜５）を受けている方は、
「障害者控除認定書」を提出す
ると、障害者控除を受けられる
場合があります。

■認定書の交付
　保健福祉グループ高齢者福祉担当（しゃきっとプラザ）／持ち物：印鑑

年末調整のお知らせ

※１　障害の区分や等級によって対象とならない場合があります。
※２　障害者控除認定書が必要となります。

税務グループ　課税担当（内線226・227）〈問合先〉
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・美幌バイパス
・国道39号網走方面
・国道334号東藻琴方面

網走開発建設部網走道路事務所
（☎0152-43-4328）

国　道

町と町内７業者が市街
地の区域分けをし、除
雪を行います。

・役場建設グループ
　（内線262・263・266）
・美幌貨物自動車㈱
　（☎73-5388）
・三星運輸㈱（☎73-0102）
・丸美運輸㈱（☎73-3576）
・㈲田中工業（☎73-4079）
・美幌運送㈱（☎73-5333）
・安全運送㈱（☎73-5141）
・㈱マ ス ダ（☎73-1320）

町　道

・国道39号北見方面
・国道240号津別方面
・国道243号美幌峠方面

網走開発建設部北見道路事務所
（☎0157-36-2281）

国　道

網走建設管理部道路維持係
（☎0152-41-0743）

道　道

　道路除雪はの担当は、
次のとおり分かれています。

除雪の体制

　天候や雪質によって異なりますが、概ね10cm以上の降雪量で
車の通行に支障がある場合に除雪作業を実施しています。
　作業の順番は、通行の多い市街地の主要道路やバス路線、郊外
の集乳路線や幹線道路を優先していますが、大雪や吹雪の時は緊
急度合によりその都度判断し、作業をしています。
　作業は通勤通学の時間帯までに完了するように努めており、そ
のため夜中から早朝にかけて行います。
騒音や振動でご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
します。

除雪の目安と順番

みなさんへお願い 除雪作業を安全に効率よく行うため、
各家庭や地域で次のことにご協力ください。

除
雪
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

除
雪
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

路上駐車はやめましょう

　たった１台の路上駐車で作業が出来ず、地
域の皆様に迷惑をかけることになりますので
絶対にやめましょう。

排雪時の処理について

　春先には雪捨て場がまるでごみ捨て場のよ
うな状態になっています。排雪するときに
は、ごみなどを混ぜないようお願いします。

道路への雪だしはやめましょう

　住宅や店舗など敷地内の雪を車道・歩道に
出すと、路面状況が悪くなり大変危険ですの
で道路には雪を出さないようお願いします。

玄関前等の雪処理のお願い

　除雪後はご家庭の間口に雪が残ってしまい
ます。高齢者等のお宅は自治会や町で間口除
雪を行っておりますが、全てのご家庭の間口
除雪には対応できません。
　皆様のご理解とご協力をお願いします。



年の瀬に要チェック！

＜問合先＞環境生活グループ　環境衛生担当（内線238・239）

冬がやってきます

＜問合先＞水道グループ　営業担当（内線271・272・273）
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年末年始のごみ収集日・し尿汲み取り変更のお知らせ

　キーワード検索欄に「ごみの分別方法」のわからない品名を入力し、「分別の種類」
及び「詳細」を押すとごみの分別方法が表示されます。ぜひご活用ください。
（ご利用は無料です）
※ＱＲコードをご利用の方はこちらからアクセスしてください。
　【美幌町ごみ分別辞典QRコード】

ごみの出し方や分別方法がスマートフォンで調べられます！

12月31日㈭〜１月３日㈰の期間は収集を行い
ません。
【１月４日㈪から通常どおり収集を行います】

①一般ごみ（市街地区）

12月29日㈫〜１月17日㈰の期間は汲み取りを
行いません。

⑥し尿汲み取り

●第１金曜日：１月１日㈮→１月８日㈮へ変更
・対象地区：北２丁目・北３丁目・北４丁目
　　　　　　栄町東・栄町西・東町

②その他プラ（市街地区）

●第１土曜日：１月２日㈯→１月７日㈭へ変更
・対象地区（午前）：元町・鳥里・美里　　
　　　　　（午後）：北１丁目・日甜・野崎団地
※第１日曜日（１月３日）の収集地区について
　は、通常どおり収集を行います。

③資源ごみ（市街地区）

１月１日㈮〜１月３日㈰の期間は処理場を閉場
します。
【１月４日㈪から通常どおり受入れを行います】
※年内は12月31日㈭の午後３時まで受入れを
　行います。

⑤登栄廃棄物処理場への直接搬入ごみの受け入れ

●第１金曜日：１月１日㈮→１月８日㈮へ変更

④粗大ごみ（事前申込者：月１回収集）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　冬場は、水道管の凍結や、破裂する事故が数多く発生します。
　水道管が凍結してしまうと水が使えなくなるばかりでなく、解凍作業や破裂修繕などの費用が
発生しますので、凍結には十分ご注意ください。
※凍結等が原因による水道管の破裂に伴う漏水については、水道料金を減額することはできませ
　んのでご注意ください。
　下水道使用料については、減免の対象となる場合がございますので、万一凍結等により漏水が
発生した場合は、水道グループ営業担当まで連絡ください。

水道管の凍結対策について

・気温がマイナス４度以下になると、水道管が凍結して水が出なくなったり、破裂することがあります。

◆冷え込みに注意

・露出している水道管にはヒーター線や断熱材、毛布等を巻いてください。
・旅行などで長期間家を不在にする場合は、宅内の水抜きを行ってください。
　１か月以上使用しない場合、ご連絡をいただければ料金がかからない「休止扱い」にすることができます。

◆凍結防止のために

・部屋全体を暖かくしてください。
・水道管、蛇口にタオルを巻き付け、ゆっくりぬるま
　湯をかけてください。
　（水道管が破裂する可能性があるので熱湯は使用し
　　ないでください）
・それでも水が出ない場合は、下記業者に連絡してく
　ださい。
※解凍・修繕の費用は自己負担となりますので、　業者
　と十分打ち合せのうえご依頼ください。

◆水道管が凍結した場合
　水道は不適切な工事や、使用する資材に欠陥がある
と「水漏れ」や「飲用に適さない水」になる恐れがあ
ります。このため水道の工事・修繕は、町の指定を受
けた業者が行うことになっています。水道の新設や改
造、修繕、撤去する場合は、下記の指定業者をご利用
いただき、無資格業者による無届工事、不適切工事の
防止にご協力をお願いいたします。なお、無資格業者
による工事は、給水停止の対象となり、漏水時の異常
水量認定による減免ができなくなります。

◆水道工事・修繕について …
…
…
…
…
…
…
…

問合先 : 美幌管工事業協同組合（℡73-5050）　受付時間：午前９時～午後５時まで

美幌管工事業協同組合
加入事業者　（町内）

・安全建設㈱……………☎72-4151
・㈱道和建設……………☎73-2128
・㈱四ツ輪工業…………☎73-3673

・㈱オホーツク設備……☎73-2928
・明成工業㈱……………☎72-0304

上記以外の事業者（町内） ・沢田工業㈲……………☎73-2776



12月は町と北海道が共同で納税の推進を図る強調月間です

被保険者の負担軽減

＜問合先＞環境生活グループ　医療給付担当（内線281・282・291）

〈問合先〉町税に関すること：税務グループ納税担当（内線207・208）
　　　　　道税に関すること：オホーツク総合振興局税務課納税係（☎0152-41-0616）
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税金の納め忘れはありませんか？

高額療養費の「申請手続きの簡素化」について
　国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、70歳から74歳までの国民健康保険被
保険者の高額療養費の支給申請について、市町村の判断により手続きを簡素化することが可能と
なったことから、被保険者の負担を軽減することを目的として、実質的な申請を初回時のみと
し、高額療養費の申請手続の簡素化（自動払戻）を行います。

　対象となるのは、世帯主（擬制世帯主を除
く）と世帯に属する被保険者全員が70歳から74
歳までの世帯です。

◆適用要件

・交通事故等の第三者行為又は業務上の事故による傷病による診療を受けた場合は、ご連絡をお
　願いします。
・自動払戻を適用中は、高額療養費申請手続のご案内は送付せずに、支給がある月のみ支給決定
　通知書を送付します。

◆その他注意事項

　自動払戻を行うにあたっては、「国民健康保
険高額療養費支給手続簡素申請書」を記入し、
次の事項に同意していただきます。
・医療費の一部負担金を遅滞なく支払うこと。
・再審査等により支給額に変更が生じた場合
　は、次回以降の支給額で調整されること。
・支給時、国民健康保険税に未納がある場合
　は、納税担当が指定する税へ充当すること。

◆同意事項

　次の場合に自動払戻は停止しますので、以後
の高額療養費は該当月ごとに申請が必要です。
・適用要件に該当しなくなった場合。
・世帯主変更や、国民健康保険の記号番号が変
　更になった場合。
　再度適用要件に該当した場合は、簡素化の停
止を解除し、自動払戻を開始します。

◆簡素化の停止

　次の場合に自動払戻は解除しますので、以後
の高額療養費は該当月ごとに申請が必要です。
・指定した金融機関の口座に支払ができなかっ
　た場合。
・申請書の内容に偽りその他不正があった場合。
・世帯主から、簡素化に係る手続の解除の申請
　があった場合。

◆簡素化の解除
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

　納期限までに納めることが困難な場合はい
つでもご相談ください。納付・相談がない場合
は、納付できない事情が分からないため、財産
を調査し差押えなど滞納処分を進めることと
なってしまいます。
　至急、納税担当までご連絡、ご相談ください。

■納付相談はお早めに

　納期限を過ぎても納付せず、相談もない方
は、地方税法等に基づき財産（給与・預貯金・動
産・自動車等）の差押えを実施します。
　また差押えた動産（家財道具等）はインター
ネットを利用して公売を行い、落札代金を滞
納している税に充当します。

■滞納処分（差押え）の実施

　●口座振替を利用すると…
　・納付忘れがなくなる 
　・お仕事でお忙しい方も安心
　・お申し込みは、一度でOK
　　（翌年度以降も自動継続）
　・年中お申し込みOK
　　（引き落とし口座の変更もすぐ！）
　・税金のほか、上下水道料・公営住宅家賃・
　　後期高齢者医療保険料・介護保険料・給
　　食費・保育料などの各使用料もご利用で
　　きます。
　●お申し込みは…
　・美幌町役場税務グループ
　・町内金融機関

■納付に便利な口座振替を利用しませんか？



みんなの献血

予防接種法に基づく定期接種

〈問合先〉保健福祉グループ　成人保健担当（内線287・288）
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＊対象の方には４月に予診票を郵送しています。
＊過去に１度でも肺炎球菌ワクチン（23価ポリサッカライド）の予防接種を受けたことのある方は、
　定期接種の対象にはなりません。自費で接種した方も含まれます。

◆令和 2年４月１日〜令和 3年 3月 31 日までの対象者

　回数：１回　自己負担額：2,000円（生活保護受給世帯に属する方は無料です）
＊長期入院、療養中等で町内の医療機関で接種できない方は、事前にご相談ください。
　接種自己負担額が異なる場合があります。

◆定期接種の回数と自己負担額

　予診票を持参し、ご予約のうえ町内実施医療機関で接種を受けてください。

◆接種方法

⑵接種日において、60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限
　される程度の障害を有する方（身障手帳１級程度をお持ちの方）

　下記の対象年齢に該当し、過去に接種歴のない方で予防接種を希望する方は、令和３年３月31日
までに接種をしてください。定期接種の対象は１度限りです。
　助成の対象となるのは、令和２年度限りです。

高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ

献血にご協力ください！

⑴令和３年４月１日現在の年齢が

昭和30年４月２日〜昭和31年４月１日生まれ

昭和25年４月２日〜昭和26年４月１日生まれ

昭和20年４月２日〜昭和21年４月１日生まれ

昭和15年４月２日〜昭和16年４月１日生まれ

65歳の方

生年月日

70歳の方

75歳の方

80歳の方

昭和10年４月２日〜昭和11年４月１日生まれ

昭和５年４月２日〜昭和６年４月１日生まれ

大正14年４月２日〜大正15年４月１日生まれ

大正９年４月２日〜大正10年４月１日生まれ

85歳の方

年　齢 年　齢 生年月日

90歳の方

95歳の方

100歳の方

※全ての医療機関で必ず事前の予約が必要です。

◆実施医療機関

医療機関 電話番号 注　意　事　項

工藤医院 ７３‐３３５６

田中医院 ７３‐２９１３

玉川医院 ７５‐２７８０

平間医院 ７２‐１８８１

美幌療育病院 ７３‐３１４５

国保病院 ７３‐４１１１

接種希望日の２日前までに予約必要

接種希望日の前日までに予約必要

接種希望日の２日前までに予約必要

接種希望日の３日前までに予約必要（接種日：月、火、水曜日）

水、木曜日の午前中

接種希望日の１週間前までに予約必要

※休診日は予防接種も実施しません。

＜問合先＞保健福祉グループ　民生担当（内線237）

　新型コロナウイルス感染症の影響により、７月以降の献血者数は減少し、依然として血液が不
足している状況です。献血は、輸血を必要とする患者さんの命を繋ぐため、新型インフルエンザ
等対策特別措置法において事業の継続が求められており、緊急事態宣言の有無にかかわらず、献
血へのご協力は不要不急の外出には当たりません。
　下記日程で、移動献血車「ひまわり号」が来町しますので、輸血を必要としている方のため
に、ぜひ皆様のご協力をお願いいたします！

時　　間 場　　所実　施　日

９：３０〜１１：３０

１３：００〜１４：００

１４：３０〜１６：３０

９：３０〜１１：３０

１３：００〜１４：３０

１５：００〜１６：３０

北洋銀行　美幌支店

美幌療育病院

美幌町国保病院

美幌警察署

美幌町農業協同組合

コープさっぽろ美幌店

令和２年12月８日㈫

令和２年12月15日㈫
※検査結果などによっては、献血に
　ご協力いただけない場合がありま
　すので、ご了承ください。



もうすぐ冬休み

〈問合先〉社会教育グループ（☎73-4187）

令和３年度

〈問合先〉児童支援グループ　業務担当（内線376）

〈役場 ☎73-1111〉15

　もうすぐ子どもたちが楽しみにしている冬休みです。子どもたちが楽しく安全な生活を送るた
め、今一度「家族での心構え」や「地域の役割」について考えてみましょう。

■家庭での心構え
⑴時間を計画的に使う：「起床・学習・運動・就寝」など、規則正しい生活を心がけましょう。特
　に、年末年始は生活が不規則になりがちですので、健康管理にも注意しましょう。
⑵家庭での役割：家の手伝いなど家庭での役割を持たせ、身の周りの整理整頓をしっかり習慣付け
　るなど、家族みんなが協力して環境を整えましょう。
⑶会話のできる時間：子どもとの会話の時間を持てる時です。子どもの声に耳を傾け、悩み事の相
　談に乗るなど、親子が触れあう時間を大切にしましょう。
⑷インターネットの利用に注意：ＳＮＳなどによる事件や犯罪に青少年が巻き込まれる事例が後を
　絶ちません。フィルタリングをかけるなど、子どもたちをインターネットの危険から守りましょう。

■地域の役割
⑴地域の子どもは、地域で育てる：子どもたちの安全・安心のため、「おはよう」「こんにちは」
　など、子どもたちに積極的に声をかけ、地域の大人が温かい目で見守りましょう。
⑵子どもたちを事故や犯罪から守るために、地域環境の再点検をしましょう。

【青色回転灯装備車の役割】
　「地域安全パトロール隊リトルウイング」は、不審者出没時や始業日・終業日などに、青色回転
灯を装備した車両で町内をパトロールし、安全安心を見守る活動を続けています。犯罪等への抑止
効果にもつながっています。

★冬休み期間
・美幌小学校…………12月25日㈮〜１月13日㈬
・東陽小学校…………12月25日㈮〜１月13日㈬
・旭小学校……………12月25日㈮〜１月14日㈭

・美幌中学校…………12月26日㈯〜１月14日㈭
・美幌北中学校………12月26日㈯〜１月11日㈪
・美幌高校……………12月26日㈯〜１月11日㈪

青少年の健やかな成長は家族の願い、地域の願い！

認定こども園（幼稚園）　園児募集

※希望者には、バスでの送迎や預かり保育も実施しています。

施設名

連絡・問合先

対　象

申請書交付

受　付

その他

所在地 西２条南１丁目 栄町１丁目10番地の６

各園にて交付しています。入園に関するご質問等は直接園までお問い合わせください。

※支給認定・利用料（保育料）等に関しては、児童支援グループ業務担当までお問い合わせください。
※利用料（保育料）は、美幌町が定める金額となります。

電話：73-2409／FAX：73-0999 電話：73-3434／FAX：73-3484

⑴　募集年齢：０歳〜就学前まで。
　・０歳児（令和３年４月１日現在で６ヵ月）
　・１〜５歳児（令和３年４月１日現在）
※令和３年４月２日以降、満３歳に達した時点で
　随時入園が可能です。(１号認定）
⑵　開園時間：月〜土曜日　７：30〜18：30
⑶　保育時間
　①１号認定……月〜金曜日　８：30〜14：00
　②２・３号認定…月〜土曜日　７：30〜18：30
　（短時間認定の場合は8：30〜16：30時間）

⑴　募集年齢：０歳〜就学前まで。
　・０歳児（令和３年４月１日現在で６ヵ月）
　・１〜５歳児（令和３年４月１日現在）
※令和３年４月２日以降、満３歳に達した時点で
　随時入園が可能です。(１号認定）
⑵　開園時間：月〜土曜日　７：30〜18：30
⑶　保育時間
　①１号認定……月〜金曜日　８：30〜14：00
　②２・３号認定…月〜土曜日　７：30〜18：30
　　　　　　　　（短時間認定の場合は８時間）

12月４日㈮
　15：00〜
※その後定員に達するまで随時受付。受付の際
　は、お子さんを一緒にお連れください。

12月4日（金）
　・３歳児以上　14：30〜
　・０〜２歳児　16：00〜
※その後定員に達するまで随時受付。受付の際
　は、お子さんを一緒にお連れください。

認定こども園　美幌大谷幼稚園 認定こども園　美幌藤幼稚園
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令　和
２年度自衛官採用試験令　和
２年度自衛官採用試験

試験日：１月16日㈯
場　所：陸上自衛隊美幌駐屯地（予定）
受付期間：年間を通じて行っています。

一般曹候補生（男子）
18歳以上33歳未満の方

試験日：１次試験　令和３年１月23日㈯
　　　　２次試験　令和３年２月６日㈯
場　所：１次試験　美幌商工会議所（予定）
　　　　２次試験　陸上自衛隊美幌駐屯地（予定）
受付期間：令和２年11月１日㈰〜
　　　　　　　　　　　　令和３年１月６日㈬

陸上自衛隊高等工科学校（男子）
15歳以上17歳未満の方

（平成16年４月２日〜平成18年４月１日の間に生まれた方）

☎0152-44-5743

https://www.mod.go.jp/pco/obihiro/

https://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/

自衛隊帯広地方協力本部網走地域事務所

自衛隊帯広地方協力本部ホームページ

自衛隊自衛官募集ホームページ

『その火事を　防ぐあなたに　金メダル』

美 幌 ・ 津 別 広 域 事 務 組 合
消 防 本 部 ・ 美 幌 消 防 署 ・ 美 幌 消 防 団
美幌防火協会・美幌町婦人防火クラブ
美幌町防火管理連絡協議会・美幌地区危険物安全協会

歳末火災防止特別警戒運動
　毎年この時期は、年の瀬を迎える準備で、各
家庭では火気を使用する頻度が多くなり、忙し
さに追われ火災に対する警戒心が弱くなる時期
でもあります。
　明るい新年を迎えるためにも、火の元には十
分注意しましょう。

〈問合先〉消防本部グループ予防・調査担当(☎ 73-1308)

①町内巡回広報　12月22日㈫〜 30日㈬
　午後１時00分・午後７時00分（９日間）
②サイレン吹鳴　 12月26日㈯〜30日㈬
　午後７時00分・20秒間吹鳴（５日間）
③消防団員による市街地警戒巡視
　12月26日㈯〜 28日㈪
　午後７時00分 〜（3日間）

＊運動期間中行事＊

令和2年12月22日㈫〜12月31日㈭

統一防火標語

『その火事を　防ぐあなたに　金メダル』

学校の働き方改革

町立学校における勤務時間外の電話対応
　美幌町教育委員会では、「学校における働き
方改革」の一環として、令和２年11月より、
町立学校の勤務時間外の電話対応を、自動音声
による留守電メッセージ対応（録音機能なし）
としていますので、本取組の趣旨についてご理
解いただき、学校へのお電話は勤務時間内にお
願いします。
（※美幌中学校は運用に向け準備中です。）

〇児童・生徒の生命や安全に関わる重大事態の
　場合は、警察（110番）・救急（119番）
　や、教育委員会へ連絡してください。

〈問合先〉学校教育グループ総務担当(内線303)

小学校　平日17：00〜翌朝７：30
中学校　平日17：45〜翌朝７：30
　　　　　　（部活動のない日は17時〜）
※上記は目安であり、各学校行事等の都合や、長期
　休業期間中は運用時間が異なります。
※土日・祝日及び学校閉庁日等は終日、留守電メッ
　セージ対応となります。
※留守電メッセージは音声案内のみで、録音機能は
　ありません。

留守電メッセージ対応時間の目安

12 月 25 日までにお申し込みを

合併処理浄化槽（個別排水処理施設）
の申込について

 町では公共下水道区域外（主に農村地区）で
令和３年度に住宅の新築又は既存住宅の水洗化
による合併処理浄化槽の設置を希望する方の申
込を受け付けています。
 申込期限までに申込みされなかった場合、予
算の都合上令和３年度の設置が出来ない場合も
ありますので、来年度に設置を希望する方は必
ずお申込みください。
　なお、現時点で未定の方でも新築又は水洗化
を行う可能性がある方は申込みをお願いします。

■申込期限
　令和２年12月25日㈮
■その他
　合併処理浄化槽
の設置等に関して
不明な点等があり
ましたらお気軽に
お問い合わせくだ
さい。

〈問合先〉建設グループ維持担当(内線266)



〈役場 ☎73-1111〉17

　こんにちは、美幌町地域おこし協力隊の河本です！

　10月31日に大空町の藻琴山〜美幌町の美幌峠〜津別町の津別峠までの20kmを超える道「屈斜

路カルデラ外輪山トレイル」の調査道が開通しました。

　今後、この調査道にて現地調査を行い、屈斜路湖を眺めながら大自然を満喫できる「屈斜路カ

ルデラ外輪山トレイル」を完成させていきます。

　また、大空町・津別町・美幌町で構成される美幌地区三町広域観光協議会では、現地調査の

他、イベントを企画中です。ぜひご注目ください！

　その他の活動として、私河本と、同じく地域おこし協力隊

の滝川さんが「野外・災害救急員」という資格試験に挑戦し

てきました。

　この資格は「ウィルダネスファーストエイド（野外・災害

救急法）」に基づき、過酷な環境や災害などの状況でも「い

のちをつなぐ」ため、世界25カ国以上で選ばれている国際資

格です。特に北米の山岳ガイドは必携の資格です。

　コロナ禍で4日間の受講期間の半分はオンラインでの座学、

もう半分は実技の講義となりました。

　実技では傷病者役と救助者役に分かれ、野外の物資が不足

した状態でも、その場にあるものを駆使しながら処置する方

法などを学びました。

　ここで学んだことをこれからのトレイルルートの活動や美

幌町でのアウトドア体験に活かしていきたいと思います！

「ＬＩＮＥ」「あんしんねっとびほろ」

〈問合先〉総務グループ　防災担当（内線319）

町のさまざまな情報を町民の皆様にいち早くお知らせします!!

⑵「あんしんねっとびほろ」から登録した方に防災などの情報配信をしています。
　スマートフォンだけではなく、パソコンやメール機能が使用できる携帯電話をお持ちであれば、
　どなたでも受信が可能ですので、ぜひご登録ください。
※ＬＩＮＥと異なり、町のイベントや行政情報の配信は行っておりませんので、ご了承ください。

登録カテゴリ

①Ｊアラート連携情報 気象情報、防災情報、ミサイルなどの国民保護情報

②防災情報 防災情報、気象情報、除雪などの情報

③不審者情報 子どもの被害情報、防犯対策情報など

④美幌町認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク 行方不明者の情報

⑤防犯関係情報 特殊詐欺情報、盗難情報など

配信内容

⑴美幌町公式ＬＩＮＥアカウントから町の情報配信をしています。
　防災情報、町のイベントや行政情報を随時配信していますので、ぜひご活用ください。

【登録方法】
スマートフォンなどでＬＩＮＥアプリを開き、「北海道美幌町」を検索し、友だち登録してい
ただくか、ＱＲコードを読み取ってご登録ください。

アカウント名：北海道美幌町　　ＩＤ：＠ｂｉｈｏｒｏ

【登録方法】
携帯電話等で以下のメールアドレスか、ＱＲコードを読み取って、空メールを送信してくださ
い。数分後に、仮登録メールが届きますので、メールの内容に沿って本登録を行ってください。

touroku@anshin.town.bihoro.hokkaido.jp

空メール 確認メール 受信希望のカテゴリ選択 登録完了
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